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農林物資規格調査会部会議事概要

日時：平成１７年１０月２７日（木）

１４：００～１７：３０

場所：農林水産省第二特別会議室

○畜産物缶詰ＪＡＳ規格、品質表示基準（改正） １頁

○しいたけ品質表示基準（制定） ８

○果糖品質表示基準（廃止） １１

○畳表ＪＡＳ規格（改正） １１

開 会

（小野委員、堀江委員、長谷川委員が欠席）

事務局(表示･規格 （挨 拶）

課 水田課長)

畜産物缶瓶詰

（ ） 、田島部会長 議題 １ のアの畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格の改正

関連する（２）イの畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の品質表示基準の改正

について、事務局より説明願います。

事務局(表示･規格 （畜産物缶詰及び畜産物瓶詰の日本農林規格（改正案）及び品質表

課島﨑課長補佐) 示基準（改正案）について説明）

石井委員 資料２－１６ページの「使用原料肉による区分」の図で「※牛肉及

び馬肉」というところですが、これがコーンドミートという言葉にな

るということであり、コーンドミートは明らかに英語をそのままカタ

カタにしたと解釈できます。海外でコーンドミートといった場合、こ

ういう範囲の食品ではないように思います。例えばオーストラリアで

はコーンドラム、コーンドターキー、コーンドポーク等があります。

調べたところ、イギリスではミートの部分にメインとなる食肉の名前

を入れていて、例えばコーンドラム等があります。

ちなみに、海外では、馬肉を使っているものは少ないようであり、

あまり見たことがありません。日本だから良いということは、若干、

難しいと感じていますがいかがでしょうか。

部会長 今のご指摘は、和製英語ではないかといった御意見ですか。日本の

規格の中で使うのはどうか、といった御質問かと思います。

事務局 コーンドミートの考え方ですけども、品質表示基準では、馬肉だけ

。 、（島﨑課長補佐） ではなく他の肉も含めてコーンドミートということができます ただ

以前からあった、日本独特の製品と言われている馬肉と牛肉を併用し

たニューコンビーフについては、以前からＪＡＳ規格もあり、ＪＡＳ

マークを付けていた業者もたくさんあったので、名称はコーンドミー



- 2 -

トなのですが馬肉と牛肉を使用したものだけをＪＡＳ規格の対象にし

ようということです。他の肉を使ってもコーンドミートという名称に

なります。

コーンドミートいう名称は平成１６年の４月の品質表示基準の改正

の時に取り入れていて、その時も議論されたのですが、ニューコンビ

ーフと呼ばれていたものには牛肉以外の肉が入っているのでビーフと

いう言葉はおかしいということでコーンドミートの名称が良いという

御意見をいろいろな所からいただき、ＪＡＳ調査会に諮って定めたも

ので、現在もこの名称が品質表示基準で規定されております。

その際、ＷＴＯ通報により各国の御意見をいただいております。前

回は石井委員がおっしゃったような御意見があったとは聞いていませ

んので、そのままコーンドミートということで現在の品質表示基準が

設けられています。

石井委員 おっしゃることは非常によくわかります。コーンドミートいう名称

もいいと思います。ただ、ＪＡＳ規格だから牛肉と馬肉に限るとなっ

ている部分は、海外の英語圏の方には違和感があると思います。ここ

も全ての食肉が対象でいいのではないでしょうか。

事務局 食肉を原材料としたもの全てにＪＡＳマークが付けられる方がいい

（島﨑課長補佐） といった御意見かと思います。事務局としては、今、日本で流通して

いるものを基本にＪＡＳ規格を考えます。現在、牛肉と馬肉を使用し

た製品が多く、牛肉だけを使用したコンビーフよりもはるかに多く流

通していることから、規格とさせていただきました。

石井委員 日本だから良いとしても、コーンドミートというのは明らかに英語

です。英語圏で既存のイメージがあるのに日本だけの規格を作ってし

まうことに違和感があります。

、 （ ）事務局 表示に関しては ３－１０ページ及び３－１１ページの第５条 １

（島﨑課長補佐） において「・・・・使用した食肉の名称を記載すること ・・・」と。

させていただいています。委員のおっしゃるように食肉の名称が日本

語なので、コーンドミートというカタカタ英語の後に日本語がくるこ

とになりますが、表示は消費者にどの肉を使ったか明らかになるよう

にしています。

田島部会長 事務局の考え方としては、いわゆるニューコンビーフという製品が

定着していること、またその言葉に代替するのはコーンドミートとい

う言葉が適切であろうということであったかと思います。それについ

て、外国人から見ると違和感があるといったご指摘であったかと思い

ます。

河道前委員 今名称の話がありましたが、消費者の立場からいうとコーンドミー

トという言葉は聞き慣れませんでした。すでに品質表示基準にあった

ということも良く分かっていませんでした。改正される品質表示基準
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を見ても、ニューコーンドミート又はニューコンミートという表示も

可ということで、コーンドミートについて外国と日本で作られている

もののイメージが違うのであれば、コーンドミートではなく「コンミ

ート」の方が分かりやすいのではないかと思いました。

コンビーフの規格の中で粗たん白質の基準により１７％と２１％と

分けたということですが、この差には脂肪の量が関係しているのでし

ょうか。それから、ニューコーンドミートの規格に牛肉が２０％以上

とありますが、これはどういう形で確認するのですか。製造メーカー

を信用するということですか。

事務局 「コンミート」の方が日本語的な名称ではないかという点について

（島﨑課長補佐） は、なんとも申し上げられません。

後者のご質問ですが、缶詰を製造している日本の業者は、脂肪分を

管理しているケースが圧倒的に多いです。同じコンビーフといっても

日本と海外では作り方が違うと聞いています。コンビーフは、ジャー

マンスタイル、アルゼンチンスタイル、ジャパニーズスタイルの３つ

に分けることができ、我々はジャパニーズスタイルを食べていて、こ

れは牛肉を塩漬した後繊維状にほぐして、脂肪を加えて混和して缶詰
せき

にします。アルゼンチンスタイルは牛肉そのものを小さい目にカット

してボイルする作り方です。同じコンビーフでも作り方が違います。

日本では、ほぐしてサラダ等に入れて食べることが多いのですが、食

べ方も海外は違うそうです。海外の食品を日本風にアレンジしても名

前はそのままというものが結構あるかと思いますが、コンビーフもそ

の一つかと思います。牛肉は高価なことから、馬肉を使用して「ニュ

ーコンビーフ」という名前で広く販売されたということです。作り方

そのものが日本と海外は違うとお考えいただきたいと思います。

原材料の配合割合ですが、ＪＡＳ規格制度は認定工場制度をとって

、 。おりますので定期的に工場に監査に入り 配合割合の調査も行います

ＪＡＳ規格は食品添加物も限定しており、なかなか最終製品の検査だ

けではチェックできないので、認定工場を確認するということになっ

ています。

土橋委員 （社）日本缶詰協会の土橋でございます。

名称についてですが、コンビーフとニューコンビーフという２つの

名称が長年親しまれてきました。先般の品質表示基準の改正でコーン

ドミートという名称を作っていただきましたが、ニューコンビーフは

昭和４０年代から製造されており、当時、公正取引委員会から名称が

、 、 、おかしいという指摘があり消費者 業界 学識経験者で公聴会を開き

「ニューコンビーフ」という名称が決まった経緯があり、それから３

５年ほど経っています。メーカーや流通関係者で「ニューコン」とい

う言葉が広く浸透しています。今回、コーンドミートとして原料肉の

対象を広げ、表示はコーンドミートとなったことから、現在まで親し

まれてきたニューコンビーフという名称に代わり、新しく定着させて

いきたい名称として「ニューコンミート」という言葉を業界としてお

願いしました。
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品質表示基準では３つの選択肢があります。これは各企業で決める

ことで団体でどうするといった問題ではないのですが、揃える方向で

進んでいくだろうと思います。

また、たん白質が減ることで脂肪が増えるのではという御質問です

が、脂肪そのものはそれほど変わりません。ただ、たん白質が減るこ

とで水が増えます。日本にあるのはジャパニーズスタイルと輸入品の

アルゼンチンスタイルがほとんどです。アルゼンチンスタイルは焼い

て加熱をして食べることが前提で作られていて非常に固いものです。

それに対して日本の消費者の方は、ジャパニーズスタイルをサラダに

入れたりパンのペーストにしてそのままで食べることが多いです。た

ん白質含量を上げていくと固くなり使いにくくなります。以前は脂肪

含量が高くて１７～１８％位あり、それで改正前のＪＡＳ規格では粗

脂肪分２０％以下と規定されていました。現在は１０～１２％位で、

その分水が入りますので柔らかい製品となっています。それから、た

ん白質ですが、２１％以上というのは今は市場からなくなりつつあり

。 、ます この値を満たすのは一部の銘柄牛を使って作られていたもので

これはギフト商品として作られていて製品としては固いものです。使

われる方は、そのままでは使いにくいことから、加熱をして使われて

いる方がほとんどだと思います。

事務局 石井委員の御質問のＣＯＤＥＸ規格についてですが、ＴＢＴ協定で

、 、（表示・規格課 は国際的な基準がある場合はそれを参考 ベースにすると書いてあり

植木上席表示・規 全て一致させなければならないかと言えばそこは微妙なところで、気

格専門官） 候・風土等を考慮することが認められているかと思います。

、 、ＣＯＤＥＸ規格とＪＡＳ規格は 規格という点では同じなのですが

ＪＡＳ規格は格付を前提としているのに対して、ＣＯＤＥＸ規格は格

。 、付を前提としておらず若干意味合いが異なります ＣＯＤＥＸ規格は

ものの範囲を決めていると思います。

資料７の［ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準］の

（２）標準規格のウにおいて「・・・・消費者保護の観点から名称や

品質の標準が特に必要なもの」と書いておりまして、民間の活力をそ

ぐことになることから、なるべく規制や規格をなくすべきとのご意見

もあり、現状においてコーンドミートのカテゴリーとして、牛肉と馬

肉以外のものがないという状況で、そういうものについてあえて名称

や品質の標準を一つの規格として示すことは必要なのではないかとい

うことでこのような規格となったと考えております。

田島部会長 気候、風土等とありましたが、もともとコンビーフは我が国独自の

加工食品ということで、その中でいわゆるニューコンビーフもあり、

名称や内容について日本独自のものが続いていて、結局それを引きず

ってコーンドミートという言葉ができあがったと思います。

宮地委員 ２点質問があります。１点目は石井委員と同じ意見なのですが、海

外と同じ言葉を使うならば同一の概念のものが良いだろうと思いま

す。事実、他のパブリックコメント等でそれぞれの国と違うのかとい
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った問い合わせがあったときいておりますし、国際的な統一が必要だ

と思います。

２点目は、規格の確認なのですが、２－５ページの定義の「臓器及

び可食部分」について、現実的には脳は使わないと思うのですが、新

しい基準になっても脳は入れるのですか。

事務局 コーンドミートは、品質表示基準においては海外と同じ考え方であ

（島﨑課長補佐） り変わらないと思います。ただ、先ほど石井委員がおっしゃったよう

に、ＪＡＳ規格の格付については、今回の提案では馬以外のものを使

った場合は、対象とならないという整理になっています。

「臓器及び可食部分」についてですが、これは他の食肉加工品、確か

ハムやベーコンなどその他色々な規格がありますが、それらの「臓器

及び可食部分」の書き表し方が違っていたので、統一的に「臓器及び

可食部分」という言葉とすると整理しました。

河道前委員 業界の方からも説明がありましたが、ニューコンという言葉が一般

的になっているということですが、コーンドミートという言葉は直訳

すると塩漬けの肉という意味で、規格を見ると塩、砂糖、その他調味

料となっていてコーンドミートと違うものになっている気がします。

よって、コーンドミートというよりジャパニーズスタイルの「コン

ミート」の方が合っていると思います。

事務局 「コーンドミート」という言葉は、現在の品質表示基準にあり、

（島﨑課長補佐） 平成１６年の改正で初めてこの言葉が規定されました。今回またこの

、 、言葉を変えるとなると 缶詰の包材を取り替える負担が非常に大きく

反対意見が多いと考えております。

徳永委員 日本のカタカナでは分かっても、英語のスペルに直すと外国人の方

には通じない表示になるのですか。

２－６ページの「すじ、血管及び膜がほとんどなく ・・・」と書、

いてありますが、この「ほとんど」とはどの程度なのですか。

食品添加物以外の原材料等で「使用していないこと」と書いてあり

ますが、否定の単語が２つ繋がっている気がして分かりにくいので使

用していないのであれば 単純に 使用していない ではなくて 使、 「 」 、「

用しない」で良いのではないですか。他の項目では「記載しない」と

書いてあるところもありますし、ここも「使用していない」ではなく

て 「使用しない」で良いのではないでしょうか。、

事務局 ほとんどの規格でこの用語を使っていると思います。この規格だけ

（島﨑課長補佐） 変えるというのはいかがなものかと思います。

徳永委員 それならば全て「使用していない」ではなくて「使用しない」の方

が徹底的で良いのではないでしょうか。

事務局 ＪＡＳ規格の場合は、最終的な製品が規格と合っているかどうかを
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（植木上席表示・ 見ます。そのときは製造工程は終わっていて、できあがったものから

規格専門官） 見ることから「使用している」とか「使用していない」と厳密に言え

ばそういう定義の仕方をするべきであるということから、こういった

表現をしており、ご理解いただきたいと思います。

徳永委員 できあがりから見て使用していないことではなく、製品にする前に

使用しないで作っていただくということではないですか。

事務局 どちらから見て表現するかということで、ＪＡＳ規格はできあがっ

、 「 」（植木上席表示・ たものから判断しますので 表現の仕方として 使用していないこと

規格専門官） の方が馴染むということです。意味は全く同じでありますし、法令的

な点から整理をしたということでご理解いただきたいと思います。

田島部会長 ＪＡＳは品質規格であって製造規格ではないということです。例え

ば、特定ＪＡＳは製造規格なので「使用しないこと」になるのでしょ

うか。ここでは、後からそれを検査したときに「使用していない」と

いうことであるとのことです。

事務局 「ほとんどないこと」というのはどれくらいかとのことですが、検

（島﨑課長補佐） 査は官能検査等で行うため何％等の数字は決めていませんので、検査

するときに見て「ほとんどないこと」と判断するということです。色

沢良好もどれくらいかということを数字的にいえないのですが、そう

いった品物はあまりないと思っております。なかなか数字的に表せる

ものではないものですのでご理解いただきたいと思います。

カタカナ用語については、同じコンビーフでも日本のコンビーフは

海外からみたら違うでしょうし、それぞれが気候、風土に合わせた作

り方を工夫しているということです。コーンドミートの概念は、品質

表示基準では原料肉に関して幅広く定義しています。

石井委員 資料３に「無塩漬」という言葉が出てくるのですが、３－３ページ
せき

の［無塩漬コンビーフ缶詰又は無塩漬コンビーフ瓶詰］で「・・・牛
せき せき

肉を塩漬けし ・・・使用する牛肉を塩漬していないものをいう 」、 。
せき

とあり、ここが唯一違う点であるかと思います。そうするとこれは同

じ漢字を使いながら「塩漬け」と「塩漬」がはっきり違うものである
せき

となります 「塩漬」についてＪＡＳの中で定義されている部分を見。
せき

、 。つけられなかったのですが これはどこかで定義されているのですか

事務局 委員のおっしゃるとおり、ＪＡＳの中では定義していません。公正

（島﨑課長補佐） 競争規約には定義があります。発色剤を使ったものに「塩漬」という
せき

言葉を用いるとしています。岩塩を使って肉を保存したという歴史的

経過がありますが、これは岩塩に含まれている亜硝酸ナトリウムが赤

みのかかった肉の色を保ったこと、また保存効果があったということ

です。大学の先生によってはハムでも亜硝酸ナトリウムを使って初め

てハムだという人もいます 「塩漬」とは発色剤を使うということを。
せき

ここではっきりさせたいと思っています。品質表示基準に「無塩漬ソ
せき
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ーセージ」という言葉があります 「塩漬」という言葉はここでは定。
せき

義していませんが、公正競争規約で定義されていますし、また我々も

発色剤を使うことと考えています。

石井委員 亜硝酸ナトリウムの件ですが、現在これはハム、ソーセージ等色々

な製品で使われています。食品加工の立場からいうと亜硝酸ナトリウ

ムは防腐剤として使っていて、食品衛生上ではむしろこれを使わなけ

ればならないとなっていると記憶しており、発色剤という説明は違和

感がありました。

「無塩漬」という言葉は、亜硝酸ナトリウムを使いたくない方にと
せき

って良いからこれが出てきたと思うのですが、定義なしに「牛肉を塩

漬けし・・・牛肉を塩漬していない・・」という説明だけだと表示の
せき

面で消費者からは分かりにくいと思います。

事務局 委員がおっしゃったことについて、議論をしたのですが 「食肉に、

（島﨑課長補佐） 食塩、発色剤等を加え低温で漬け込みを行うこと」と公正競争規約の

中で定義されており、亜硝酸ナトリウムは食品添加物の中で発色剤と

して整理し、表示するようにしております 「無塩漬」コンビーフを。
せき

、 「 」製造しているメーカーは限られており 商品に 発色剤を使用しない

。 。と表示してあります これらメーカーにも了解をいただいております

石井委員 公正競争規約ではこういうふうに書かれているとおっしゃったわ

けすけども、食品衛生法ではこれを発色剤としていないと思います。

塩漬についてはこれを使わなければならないと規定してあります。間

違った認識かもしれませんが、食品衛生法で使わなければいけないと

いうのは、食品保存のためであると思うのですが。発色剤を使ってい

ないという表示は、他の製品は発色剤を使っていると逆にいっている

こととなり問題があると思うのですが、いかがでしょうか。

田島部会長 私の理解では、石井委員がおっしゃったように食品衛生法ではボツ

リヌス菌の繁殖防止と明記されていると思います。しかし、表示の分

類としては発色剤とされています。食品衛生法で表示するときは発色

剤と書くことになっている点がそもそもおかしいと思いますが、それ

に公正競争規約やＪＡＳが引きずられています。この場で勝手に亜硝

酸ナトリウムは発色剤とするのはおかしいと断定するのはどうかと思

います。

内藤委員 ハムにも「無塩漬」があります 「無塩漬」の場合はＪＡＳマーク。
せき せき

の対象となりません 同じ肉製品でありながらコンビーフとハムで 無。 「

塩漬」の扱いが異なるというのはよくわかりません。実際ＪＡＳを取
せき

りたいという理由で発色剤を使っている所もあります。食肉製品を扱

っている業界の方はどう考えてらっしゃるのかお聞きしたいです。

事務局 食品衛生法の食肉製品の製造基準を見ると２つの書き方があると思

（島﨑課長補佐） います 「亜硝酸ナトリウムを使用しないで塩漬けする場合には」と。
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いう言葉が出ていますので、使用しなければならないということには

なっていないように読めます。詳細までは確認できませんが、そのよ

うに考えております。

、 、 。表示は 部会長のご説明のとおり 発色剤になっていると思います

我々としては「発色剤」として整理をさせていただいております。

「無塩漬」ということについて、ハムとコンビーフの整合性がない
せき

という御質問については、どちらも「無塩漬」の場合は「発色剤を使
せき

わない」という整理をさせていただいております。

内藤委員 ＪＡＳマークは無塩漬ハムは対象としていないとなっていますの
せき

で、無塩漬コンビーフにＪＡＳマークが表示できるということであれ
せき

ば整合性がないと思います。

事務局 無塩漬コンビーフもＪＡＳマークの対象外です。品質表示基準で定

（島﨑課長補佐） 義しましたがＪＡＳ規格にはありません。石井委員がおっしゃったよ

うに塩漬けと読むのか塩漬と読むのかという問題もありましたし、漢
せき

字が同じで普通は「漬」と読めないということもありまして、今まで
せき

は無塩漬コーンビーフの定義がなかったので定義をおいたということ

です。

部会長 他に御質問ありませんか。ございませんでしたら次の議題に移らせ

ていただきます。

しいたけ

田島部会長 議題（２）のアのしいたけ品質表示基準の制定につきまして、事務

局より説明願います。

事務局(表示･規格 （しいたけ品質表示基準（制定案）について説明）

課島﨑課長補佐)

田島部会長 ただいま御説明頂きましたしいたけ品質表示基準の制定について、

御意見よろしく御願いいたします。

福井委員 業界の全国食用きのこ種菌協会の福井と申します。原木栽培と菌床

栽培の区別を生しいたけにつけるということについて、業界としては

特に異論はありません。現在、生産情報公表農産物ＪＡＳ規格のきの

こに関するガイドラインを作成していますが、その中でもやはり原木

栽培、菌床栽培を区別していきたいと考えております。

５－６ページの乾ししいたけの原材料の菌床栽培に関して、中国で

はおがくずも使っておりますけれども、綿実粕だとかそういうおがく

ず以外の物の原料も使われています。国内産の菌床の生しいたけにつ

きましては、おが粉が主体になっています。

しいたけ以外のほとんどのその他の木材腐朽性のきのこは菌床栽培

で行われており、例えばコーンコブが主体になっているような菌床栽
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培もありまして、今後いろいろ検討いただく場合には、菌床の原材料

の主体が何かということを考えていってもらった方がいいのではない

かなというふうに考えております。

河道前委員 原木栽培と菌床栽培ではどのような差が出るのでしょうか。

事務局(表示･規格 農林水産消費技術センターで、乾しいたけについて、区別ができる

課島崎課長補佐) かどうか調査研究がかなり進んでおりまして、費用はかかりますが、

９０％以上の確率で分かるとの途中経過となっております。乾しいた

けと同様の方法で生しいたけについても違いは分かるということであ

れば、リン、亜鉛、カリウム、モリブデンという元素を調べることが

非常に有効で、特にリン、亜鉛を調べることで、かなりの確率で原木

と菌床が区別できることが今わかっております。

成分の違いは、文献では、脂質が原木と菌床ではかなりの差があり

ます。例えば菌床の場合は脂質は１．９±０．４５、原木の場合３．

３程度ということになっておりますので違いがあるように思います。

あとリン含有量が違うというデータがあります。それから官能的なも

のですけれども、業界の方にお伺いしますと、私が聞いている限り、

どなたもおっしゃるのは一番違うのは香りだとおっしゃいます。いわ

ゆるプロの方は香りで分かると伺っております。

河道前委員 香りが高いのが原木ということですよね。あとリンが少ないのが原

木ということですか。リンと亜鉛の量が少ないのでしょうか。

事務局 そうです。

（島崎課長補佐）

河道前委員 それは吸収する母体が違う、菌床から吸収する亜鉛の量が多いとい

うことなんですか。

事務局 そこまでいくと専門ではないのでわかりませんが、菌床の場合はそ

（島崎課長補佐） こに栄養分を与えて菌を栽培することになろうかと思います。ですか

らその栄養分の組成だとかが影響するのではないかと推定をします

が、あと原木の場合は木の成分そのものということになろうかという

ふうに推定します。ご専門の方がいれば教えていただきたいです。

福井委員 成分のデータを持っていないのではっきり言えませんけれども、原

木と菌床の違いがごっちゃになっている部分があると思うんです。例

えば乾ししいたけを専門に栽培されている生産者は、ほとんど自然発

生のきのこを秋と春に収穫しておられます。これの乾ししいたけは肉

質も硬いし、乾燥しますと香りが非常に高いです。菌床栽培ではこの

肉質とか香りは出てきません。

ただ、原木栽培においても生しいたけの原木栽培を自然発生でやっ

ておられる方は乾燥しいたけと同じなんですけれども、浸水発生と言

、 。 、って 水に浸けて発生させる場合があります これも原木栽培ですが
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この栽培の場合、特に夏場のきのこに関しては、菌床栽培のきのこと

ほとんど品質的に、肉厚、肉の品質、あるいは香り、そういうものは

ほとんど変わらないというふうに考えております。

内藤委員 菌床について先ほど中国は綿実の粕、日本はおがくずという話を聞

きました。そうしますと、だいぶ差があるのでしょうか。

福井委員 別のきのこでもコーンブランとかコーンコブなんかが使われていま

すけど、綿実粕等を使いますと、香り関係が確実に違ってくるという

ふうに聞いております。中国では綿実粕ばかりではなくて、原木栽培

を行っているところもあります。それからおが粉主体で、特に日本向

けのきのこというのはおが粉をなるべく使うようにしているというふ

うに聞いております。

宮地委員 生しいたけは、乾ししいたけと比べて原木栽培と菌床栽培で差がな

いとおっしゃっているので、その中で差別化をする、原木と菌床を分

ける必要があるのか疑問なのですが。

事務局 ５－５ページにあるように要望がたくさんあること、例えば原木の

（島崎課長補佐） ような物の上にしいたけが並べてあり、しいたけには原木とも何とも

書いていないけれど、消費者の人にはなんとなく原木をイメージさせ

るようなところで売られていたりするという実態を把握しています。

さらに乾しいたけには表示されていることからすると、当然、生のも

のを干すわけで、表示の実効性は十分確保できると業界関係者とも基

本的に合意をしており、表示しましょうとさせて頂きました。

冨沢委員 卸売会社の冨沢でございます。菌床と原木ということで分けてはい

かがかなという議論でございますが、私ども既に産地にお願いをして

、 。特徴をつけるために 作っている土台を書いて頂いているところです

すでに売る段階のところで原木と書いて売っている卸もございます。

これは卸の担当が産地に行って現実に目の前で見てきてそれを出して

いただいております。箱に書いているものもございます。ただ、ある

程度お値段でというところでは、外国産もさかんに使われたところが

ございます。しかし消費者の方からどうもにおいが違う、しいたけの

本来のにおいじゃないとの感想がありました。そういう中で今この時

期にこのことを整理していただくことは、いいのではないかなという

ふうに思っております。

小坂委員 消費者の側から言いますと、やはり購入や使用するにあたって情報

が得られるということは重要で、それが非常に難しい要求ではなくて

簡単にと言ったら失礼ですけれども菌床か原木かというのは、すでに

わかることであれば、やはり知らせて頂きたいと思います。

それからもう一つ、食育の問題で、子供達が育っていく日本人の環

境の中で何が何だかわからないような状況がやはりあると思うんです

ね。そういった意味でも食品本体にそういった特徴があるものであれ
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ば、書いていただくということが食育面でも重要になっていくのでは

ないかと思われます。それから将来的に、価格で優良誤認を招きかね

ない部分があると思いますので、やはりこの際きちんと書いていただ

きたいと思います。

田島部会長 ありがとうございました。他にございますでしょうか。かなり積極

的に進めていきたいというご意見もございましたので、しいたけの品

質表示基準につきまして、事務局案のとおりＪＡＳ調査会総会の方に

報告したいと考えますがよろしゅうございますか。

委員 （特になし）

田島部会長 では、お諮り致しました案を持って報告させて頂きます。

果糖

田島部会長 次の議題（２）のウの果糖品質表示基準の廃止について事務局より

説明願います。

事務局(表示･規格 （果糖品質表示基準の廃止案について説明）

課島崎課長補佐)

田島部会長 果糖品質表示基準の廃止案について御意見等ございますか。

委員 （発言なし）

田島部会長 それでは廃止を御了承いただいたということを、ＪＡＳ調査会に報

告したいと考えますが、よろしいでしょうか。

委員 （発言なし）

田島部会長 その旨報告させて頂きます。

畳表

田島部会長 それでは、議題（１）のイの畳表の日本農林規格の改正について、

事務局より説明願います。

事務局 （畳表の日本農林規格（改正案）について説明）

（表示・規格課

島﨑課長補佐）

田島部会長 ただいま御説明頂きました畳表の日本農林規格の改正について、御

意見よろしくお願いいたします。
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本島委員 畳表の生産団体の本島と言います。４－６ページの先ほど説明があ

りました片耳の件でございます。４－６ページの左の下の方に耳毛の

長さは、片側のみでも可とするということでここに載っているわけで

ございますが、今みなさんの前に畳表がありますけど、私ども全国で

約８５０万から９００万枚畳表を生産しておるところでございます。

両耳をつけて、現在生産をしているわけでございます。片耳でも可と

いうことになりますと、相当の手間がかかる。製織する場合にそれを

無くすということになりますと、私どもではちょっと無理ではないか

と。やっぱり両耳を生かしていただきたいというのが一つと、もう一

つは表示の中で、４－８ページでございます。４－８ページの一括表

示事項ということで、６まで書いてあります。現在、各県統一してＪ

ＡＳの表示をしているところでございます。その中には表示年月日と

いうのを、例えば現在でしたら２００５年１０月２７日に検査を受け

ましたという月日を入れてあるところでございます。検査月日をぜひ

、 、この中にも入れて頂くような形で 消費者の方々も購入される場合は

いつできたんだということを確認できて購入できるということでござ

いますので、一つ御検討のほどをよろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

田島部会長 ２点ほど質問でございましたが事務局どうぞ。

事務局 １点目の片耳のことですけれども、これはもちろん両耳でも結構で

（島﨑課長補佐） して、落とせということではありません。で、落とした場合でも測定

は出来るのでＯＫですよということの意味合いにさせていただいてお

りますので、両耳でＪＡＳを受検していただいて結構です。それから

表示の方法でございますが、検査年月日について入れて欲しいという

ことがありました。表示の方法というのは私達ももう少し簡単に考え

ていたのですが、品質の表示の方法というのが法律等に明記されてお

りまして、例えば原料い草の産地名を書く場合でも、原料い草の産地

によって品質が違うのかということを、必ず問われるところでござい

ます。現在のところは品質に差があるということから、これを明記し

ましょうというふうに判断をしたんですけれども、検査年月日はそこ

の壁が破れない。検査年月日は表示する意味が今ひとつないのではな

いかということから、今回は見送らせていただいたということでござ

います。

本島委員 今の表示の件でございますけれど、私ども一年半かけまして消費者

、 、の方々の意見を聞いたり いろんな方々の意見を伺いながら生産団体

生産県で検討しまして、ようやく検査年月日というのをこの中に入れ

たというのがあるわけでございます。なぜ入れたかと言いますと、ご

存じのようにＪＡＳの偽物が相当出回った。実質十件以上の業者が違

反をしたということでございます。いつどこで検査をしたのかという

ことを入れていただかないと、後で調べようがないわけです。消費者

の方々もこれは１０月に生産されたのだと、そういうのをやはり入れ
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ていただかないと、知ることができないわけです。今 、私どもも努

力いたしましていつどこでできたかというのを表示するのをみんなで

一生懸命頑張っているところでございます。そういう意味でもＪＡＳ

を基本としまして、やはり検査年月日をぜひ検討していただきたいと

いうことで私ども昨日みんなで集まって検討いたしまして意見をまと

めてきたところでございます。以上です。

田島部会長 生産サイドからでございましたけれども、事務局。

事務局 入れるということについては、我々も当初そのような検討をしてお

（島﨑課長補佐） ったのでございますし、そのつもりでいたんですけれども、今言いま

したように法律上、品質に関する基準ということが、表示として定め

る上で明記されていて、そこの明記の部分から逸脱する可能性がある

ので、検査年月日を入れるということは困難ではないかという判断を

今回はさせてもらったということです。

以前からたくさん畳関係についてはＪＡＳ規格違反がございまし

て、でも今非常に農水省としても取り締まって摘発もさせて頂き、非

常に現在はよくなったというふうに思っておりまして、今言ったそう

いう現状とさらに今言った法律の解釈の問題ということもありますの

で見送らせていただいたということにしております。実態はそういう

ことでございます。

田島部会長 食品の方でいきますと、昔は製造年月日であって、それが非常に大

事な情報だったと思います。それが今では製造年月日では消費者に混

乱を与えるということで期限表示となったのですね。たぶん今の検査

年月日というのも生産者側から見ると製造年月日みたいなイメージな

のかなというような感じはしたんですけれども。今事務局からお話が

あったように、法律の整合性から行くとやはりそういう情報というの

は現時点の法体制からはやりにくいんじゃないかという御回答だった

というふうに私は理解したんですけれども。いかがでしょうか。

粟生委員どうぞ。

粟生委員 一括表示のところなんですが、５番目にある製織地名というのが織

ったところですよね。あまり意味がないように思います。意味がない

というかこの原料を買って東京で織ろうが熊本で織ろうが、むしろ次

の製造者というのが長いものを切って作るというところですよね。そ

うするとこの製織地というところは、むしろ製織地というより製織者

名で名を入れれば場所はわかるということで、製織地だけだと私なん

、 、かの場合も畳の部屋があって畳を買う時に 原料は興味がありますが

製織地がどこでというのは、あんまりどうかなと。プロの方は、お使

いになる畳屋さんが製織地が必要なのか、それとも製織者がわかれば

いいのか。何か私は製織者がわかれば、織った人、織った会社がわか

った方がいいのかなという気がしますがいかがでしょうか。

田島部会長 まず事務局からどうぞ。
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事務局 畳をお作りになっている業界の方も来ていらっしゃいますので、後

（島﨑課長補佐） で御意見をいただければと思いますが、日本の場合は熊本と福岡と広

島と岡山の４県でほとんど全部なので４県で考えれば良いのですけれ

ども、熊本のい草を使って福岡の農家が織られて、切るのは岡山とい

うことがあります。現在も製織地名のかわりに産地名ということで書

いてありまして、中には聞いた限りには製織地によって若干違うんだ

とおっしゃる方もあり、現在も明記をしていることから、これはこの

まま残し、製織地名としてより明確化していきましょうと。で、先ほ

ど言いました検査年月日も十分検討したんですけれども、ここの部分

だけはどうしてもなかなか法律の壁は破れないかなということで今回

見送らせていただいたということでございます。

田島部会長 畳を作っているところはいかがでしょうか。では増田委員。

増田委員 一つ質問させていただきますが、今の製織地名あるいは製織者名で

すか、これは今回いわゆるい草の産地名がはっきり書いてあります。

この産地名はきちんと入れていただかないといけない。正直言いまし

て。岡山のものと熊本のもので品物が違いますので、それはしっかり

付けて頂きたいと思います。そして今一番数多く生産していらっしゃ

る熊本県は相当研究して独自の品種も開発していらっしゃいますか

ら、そういうものについては、はっきりとい草の産地名がわかるよう

にして頂きたいです。これはまず岡山でひのみどりというのはありえ

ないでしょう。そういうような物がよその県からもということで出て

おりますので、それはしっかりとしていただきたい。岡山で織られた

のだったら熊本の原料を使って岡山で織っていますよという形でしっ

かりとしてもらった方が使う側は安心して使えます。その理由と致し

まして、私は全日本畳事業協同組合というところの責任者ですが、日

。 、本全国の消費生活センターの方から電話がかかってきます その中で

一番質問が多いのは畳替えをするときに、畳表を選ぶ基準を教えて下

さいと言われます。そして私達は一般の方に一番分かり易いのは、日

本農林規格というのがございますよという説明をしている。そして、

そのマークの入った物をうんぬんという形で説明させて頂いておりま

す。その農林規格の中にはきちんと検査機関の名前が入っております

ね。熊本だったら熊本のシールが、福岡だったら福岡のシールが貼っ

てありますから、これはそう簡単に偽物が出るということはありませ

ん。まあ一部うんぬんという話はありましたけれども、そういうのを

。 。防ぐためにもしっかりと明記していただきたいと思います 以上です

内藤委員 畳表というのは一年ごとに出来まして、食べ物でいけば賞味期限の

ようなもので、古くなると多少何かあるんですか。

下川委員 福岡から来ました、福岡の産地の問屋の組合の代表をしております

下川と申します。い草はですね、保管すれば２年でも３年でも悪くな
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りません。保管方法さえきちんとしておれば、かえって１年か１年半

くらい経った時がしっかりして落ち着いた色になります。作ったとき

は確かに青みがありますけど、消費者の方に渡ってしまえば退色して

しまいますが、い草や畳表だけできちんとビニール袋とか空気にさら

さないようにしてきちんと除湿器など付けたところで保管すればそう

変わるものではありません。以上でございます。

徳永委員 い草のできるまでという机上配布資料で、製織者とい草を植えてお

られる方はどこを担当されるのでしょうか。

本島委員 この図でいきますと、い草を植え付けしまして、１１月の後半から

１２月の２０日くらいの間に植え付けをしましてですね、６月から７

月の中旬くらいで刈り取るわけです。刈り取りまして、これは一つの

農家がしまして、刈り取りました後に織機を４台から５台位持ちまし

て、翌年の６月までの間に畳表を生産して市場に出荷するという順番

になっております。

徳永委員 その場合、製織者は生産者となるのですか。

本島委員 生産者でございます。

徳永委員 い草の産地は、い草を植える農家なんですか。

本島委員 いいえ。い草から畳表まで一貫して生産するところとなります。

、 、徳永委員 畳のい草を農家の方が作られて 原料い草の産地名を記入しますね

その次に製織地名ですね、産地と製織地は同じなんですか。

本島委員 一貫して作る人もいるんですけど、い草だけ作る人も一部いるんで

す。それとあと中国が日本の約４倍近く生産をしていて、そこからも

い草が入ってきます。どこで穫れたい草か、どこで製織したか明記を

お願いしたいということです。

徳永委員 製織者の方は泥染めというところからされるのですか。

本島委員 い草を刈って、泥染め、乾燥まで生産者です。その後い草を販売す

る人が若干います。熊本ですと全体の５％しかおりませんが。

事務局 県によって状況がちょっと違い、熊本県の場合は、知っている限り

（島﨑課長補佐） では泥染めあるいは製織までを一つの農家で行っているケースが多い

です。いわゆる田圃をお持ちになって、い草を刈り取って泥染めをし

て、乾燥して、そして織機をお持ちになっている農家が熊本ではかな

り多い。織機のあるところが製織者なので、熊本の場合はほとんどの

方がい草の産地も製織者も熊本と言うことになります。製織者の方は

１０枚物、長いものをお作りになっている。
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日本のほとんどのい草は熊本産ですが、例えば福岡の農家の方が自

分のところのい草が足らなかったりすると、熊本からい草をお買い求

めになる。そうすると、製織したのは福岡ということになります。岡

山の方が熊本からい草をお買い求めになって、織機で織られると製織

者は岡山、い草は熊本となります。

この製織者のほとんどの方は一枚に切ることはせず、次のいわゆる製

造業者の方がお買い求めになって畳表を一枚物に切るという仕組みに

なっていて、一枚物までの一貫生産というのが、ほとんど日本の場合

はないと考えていただければよろしいかと思います。

川畑委員 畳表のＪＡＳ規格があるということに驚いたんですけれども、それ

にも増して格付率が７％というところに驚きました。冒頭、Ｃｏｄｅ

ｘとは違ってＪＡＳ規格は格付することを前提にした規格だという説

明がありましたが、レベルアップしたＪＡＳ規格とすることによって

格付率がどのくらい上がるとお考えですか。

事務局 改正してみないとわからないのですが、一つは格付けされているの

（島﨑課長補佐） がほとんどが２等です。４－２ページのところを見ていただきたいと

思いますが、特等、一等、二等、三等とありますが、格付の場合は二

等がほとんどなんです。先ほど申し上げました公共住宅建設工事共通

仕様書に畳の畳表はＪＡＳ二等相当とあるものですから、いわゆる公

団住宅だとかに入れるのにみなさんＪＡＳを受けているというのが現

実です。ＪＡＳがないとなかなか公団住宅等に納入できないというこ

とになっております。

それ以上の品質のものは、例えば熊本ではひのみどりというい草の

品種を使ってと差別化を図られておりますが、この場合はＪＡＳを付

けなくても高値で売れるということだと思います。ＪＡＳを付けると

ある程度手間と費用がかかることから、格付しなくても高値で売れる

ものはそういうルートで販売されているというのが現実だと思いま

す。ただ、いろいろとお伺いすると、畳表は伝統的なものですし、も

う少しレベルアップしようというの多くの方の意見があり、今回の提

案をさせていただきました。

磨井委員 熊本の磨井と申します。先ほどの表示年月日の件ですけれども、Ｊ

ＡＳの格付率は７％ですが、他の約９割につきましては、一枚一枚に

産地といたしまして、商品表示票というのを付けております。これに

は出荷年月日、生産者名、ＪＡ名それから生産履歴、それに加えまし

て残留農薬の有無、それからホルムアルデヒド等の発散状況、いろい

ろ工夫しながら表示して出荷いたしております。そういう中でＪＡＳ

規格に少なくとも検査年月日は必要じゃないかというふうに思いま

す。先ほど十分に説明は受けましたけれども、やっぱりそういうこと

でございます。

、 。 、それから ４－５ページでございます 綿糸でございますけれども

綿を原料とした糸のうち、綿以外の繊維の混紡率が５０％未満のもの

ということになっております。太さでございますけれども、番手がだ
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いたい２０番以下ということになっておりますが、今、産地といたし

まして自然に還る素材という意味で、天然の素材にこだわって畳表を

。 、生産しております 純綿糸というのが今後増えると思いますけれども

純綿糸は、２０番手の４合糸では強度が足りませんので、純綿糸につ

いては除外をしていただきたいと思います。

事務局 まず２番目の糸の話でございますが、純綿糸とすべきという話も頂

（島﨑課長補佐） いておりました。純綿糸だけということも検討しました。糸はどんな

ものを使っているのかということが消費者の方なかなかお解りになら

ないかと思いますが、ここに３本ほど用意してあります。

純綿糸だけでは今おっしゃったように強度的にはかなり落ちる、糸

を作る企業にヒアリングをしましたが、純綿糸だけでは供給量を確保

できないという意見もありまして、綿以外の繊維の混紡率が５０％未

満のものとさせて頂きました。これは今と変わらないと思います。純

綿糸でお作りになっているところはありますし、それだけでやった方

がいいのではないかという声もありましたが、検討の結果今回の案と

なったということでございます。

それから、検査年月日の表示については、法令の観点から判断する

ことになります。検査年月日を入れた方がいいという声が前々から多

いのは存じ上げておりましたし、その方向で検討しておりました。そ

の辺の事情も含めて御理解を頂きたいと思います。

熊代委員 熊代です。私は九州の福岡の出身で畳愛好者ですので、ＪＡＳにこ

ういう風に取り上げて頂いたっていうことは、とても良いことだと思

います。畳愛好者としては生産地とか検査とか、そういうものをとて

も重視しますので、それはきちんと明記した方が畳を使う消費者に親

切じゃないかなと思っています。このごろ外国産もどんどん入ってき

ていますけれど、におい、裸足で歩いたときの感じも違いますし、や

はり九州でできた畳は素晴らしいと思っていますのでこの際しっかり

と原産地は明記していただきたいと思っております。

増田委員 全日本畳事業協同組合ですが、今回の改正の中で一種、二種、三種

の表現が削除されており、非常に大きな問題だと思います。というの

は、単価に直接影響するんです。業界新聞社の畳新聞社が出している

全国の都道府県、市町村の仕様書に、ほとんどのところが三種二等と

か三種一等とかという表示をしてございます。このＪＡＳの改正でこ

この部分が削除された場合に、仕様書にどういうような表現をされる

のかということが一点あろうかと思います。この一種、二種、三種の

仕分けがあることによって、規格としてどんな不合理性があるのかと

いうことを教えて頂きたいです。先日岡山で説明会がありました後、

東海ブロックそれから甲信越、そして３日前ですか、群馬にも行きま

して、いろんな組合員の方々とお話をさせて頂きました。その時に、

何でこの一種、二種、三種というのを削るのかという御批判を頂きま

した。それからもう一つは、たて糸のことで、綿糸の２本糸というの

が入っております。これにつきまして、加工する業者は非常に作業性
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が悪くなるということでした。規格改正について畳表の発注者側に説

明するのはおそらく我々でないかと思っております。畳のＪＩＳ規格

改正の時にも改正案を各発注機関に説明するのは当事者がやってくだ

さいということでした。このＪＡＳ規格にしましても、全国の畳組合

の末端の単組が取り組まないと説明できない問題だと思っています。

一般の消費者から質問があったときに、大きさでは一種、二種、三種

に分かれていますと簡単に説明出来たのが非常に説明がしづらくなり

ます。改正というのは、実際に使う方が使いやすく、そして消費者に

は説明がし易くというのが本論であると考えます。

先ほど熊本の生産者団体の方が検査日を入れて下さいと要請され

て、法律の観点という説明がありましたけれど、できることなら法律

。 、 、 、の枠を越えてでも検査年月日を入れて頂きたい そして 一種 二種

三種。九州で言いますと畳のサイズは本間とか中間間とか五八という

ふうに分かれております。それが畳表の一種、二種、三種だったんで

す。値段も大きく違います。それが全部同じになるように聞こえてし

まいます。サイズの数字は、ほとんどの方が覚えていないんです。一

種、二種、三種は覚えていますけど、数字は覚えておりません。

一番良い方向に見直して頂きたいと思います。

事務局 一種、二種、三種については、削除ではなくて書き方を変えたとい

。 、 、 、（島﨑課長補佐） うことです ４－１０ページの別表１で 種類については一種 二種

三種ということを明記をしており、この旨を表示するとしており、削

除ではなく規格の書き方を変えたと理解をして頂きたいと思っており

。 、 、 、ます それから綿Ｗ 綿２本の話だとかありましたが 畳に関しては

岡山、広島、福岡、熊本でそれぞれ事情が異なりまして、数回にわた

ってヒアリングをさせて頂きました。その結果、県によって御意見が

違うケースもあるのですが、綿のＷについては、ぜひ認めて頂きたい

という声がありましたので、今回の案となりました。

下川委員 今、増田理事長からＷ糸について意見がありました。私も１ヶ月前

の岡山の会議後そういうような話を聞いたことがあって、ここ２、３

日糸ばっかりを考えていました。綿糸を２本芯にしたらどうかと、４

０年も畳表のたて糸だけをばかりしている人に聞いてみましたが、例

えば純綿の場合、今の倍の太さにしても畳を保持するときの湿度の条

件とかによってひずむ場合がある。だから純綿は相当太い綿糸を使っ

ても、化繊の入ってないやつを使えば、環境次第ではゆるんでくる。

二本芯でも純綿１００％のものだったら二本使ってもゆるんでくる場

合があるというので、福岡県では純綿はほとんど使っていないという

返答を昨日聞きました。今も携帯電話で確認したら、純綿はどんなに

太いやつを使ってもやっぱり何十回かに一回は環境によっては伸びる

場合があるからここ何年か使っておりませんということでした。参考

のために。

土倉委員 土倉です。先ほどの水分のお話で、事務局の方から１３％でかびは

出ませんとおっしゃっていましたが、実際は、調湿等の状況等によっ
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てはかびが出る可能性はございます。絶対出ないというものではない

んですけれども、逆に、畳というものはやはり生き物ですので、いた

わっていただきたい、つまり、空気の入れ換えを是非やっていただき

たい、そうしていただければ、決してかびは生えないというふうに思

いますので、お願いしたいと思います。

佐藤委員 全日本ＩＳＯの畳振興協議会の佐藤でございます。先ほど検査日の

表示についてまだ結論が出ておりませんが、これはほぼ偽シールの防

止策としてお願いしていると思っておりまして、先ほど島崎課長補佐

の説明がありましたように、法に基づいて規定しているのに法律でよ

めないいうのは難しい問題だと思いますので、これは厳格に検査をす

るということの一言に尽きると思います。偽物防止としては厳格に検

査をして頂くというのが基本でなかろうかと、そんなふうに私は思い

ます。

下川委員 たて糸の表示の方法で、４－８ページの左の下の方で、これは畳屋

さんにはわかりにくい表示が４点ほどあり、出来れば変えて頂きたい

と思います。例えば下から４行目の綿と綿以外の繊維を混紡した糸の

単芯のものは「混」となっておりますけれども 「混」だけでは非常、

にわかりづらく、４種類ほど表示の方法を変えていただけないかとい

うことで、手書きの表をつくってみました 「混」は「混紡」と書け。

、 。「 」ば消費地の畳屋さんも 消費者の方も分かると思っております 混

「混Ｗ 「綿混Ｗ 「麻混Ｗ」以外の５つは事務局案で納得しておりま」 」

すけれども 「混」とか「混Ｗ」とかじゃ分かりづらいかなという気、

がします。以上でございます。

事務局 まず土倉委員から言われました水分１３％について、それでもカビ

（島﨑課長補佐） る可能性があり扱いは十分に慎重にということですが、１３％とした

理由は先ほど申し上げましたように、もともと我々はもう少し低くて

もいいのではないかとお話したのですが、織るときにどうしてもある

程度の水分がないとい草が切れてしまうというようなこともあって、

この辺が限界でしょうということで１３％、まずかびについても大丈

夫ではないかということを聞いておりましたのでこう決めさせていた

だきました。

もう一つは違反への対応についてですが、検査をしっかりというの

は当然のことでございまして、先ほどから申し上げましたように、残

念ながら他の品目にはないくらいの違反事例が出たということで、我

々としても、取り締まりに相当の力を現在入れておりますし、その効

果は非常に上がっているというふうに理解をしております。

検査年月日については、法律の解釈の部分でございますので、こち

らの方にお任せいただくしかないかなというふうに思っております。

たて糸の表示の仕方ですが、例えば「麻混紡Ｗ」は大変分かり易く

て良いと思うのですが、現在各県で表示されている表示のスペースに

ついて伺ったところ、非常に限られた表示スペースで表示をして頂い

ております。シールで表示をしてまして、シールを大きくしてシール
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を貼る印刷機を全く新たにするということは経済的にもかなり難しい

と言われております。現在のスペースで何とか分かる表示にしたいと

いうことになると、４文字は難しく、最高でも３文字が精一杯だとい

うふうに判断をして御提案させて頂いたとところでございます。

下川委員 畳業者の方が「混Ｗ」で分かれば私達、産地は別に迷惑しないわけ

ですから、むしろ消費地の畳屋さんとか消費者の方とかですね、消費

者の方は見られることもないと思うんですけれども、畳業者さんがで

すね、これでよろしいでしょうか、増田さん。

増田委員 おそらく再度教育しないと無理ですね。書いた表を作って頂かない

と迷いが出ると思います。

下川委員 さっき熊本の生産者から、字を小さくすれば４文字入るだろうとい

う意見を聞きました。シール印刷機の字体をちょっと少し小さくすれ

ば４文字入ると。どうしても出来なければですね、５番目がどうして

も一番多いわけでございます。ＪＡＳ品の８０～９０％くらいは、上

から５番目の農水案の 混 と書いてあるところですから これを 混「 」 、 「

紡」に直すだけでも非常に消費地の畳屋さんは助かると思います。消

費者の方もたまに見られるときに 「混」だけでは何だということで、

すけど、糸とか糸偏を使った紡績の紡があれば、たて糸にそういうも

のが使ってあるんだなと、納得いくんじゃないかと思います。

事務局 かなり検討した結果、４文字は現在のシールスペースからは非常に

（島﨑課長補佐） 難しく、字体を臨機応変に細かく変えることができにくいと聞いてお

りまして 「混 「混Ｗ 「綿混Ｗ 「麻混Ｗ」と表示すると、畳業、 」、 」、 」、

界の方には解説がいるかもしれませんが、今お使いのシールの機械を

使って速やかに表示出来ると判断したのでございまして、ぜひ御了解

いただきたいというふうに考えております。

内藤委員 「純綿」と「綿」の違いはどこにあるのでしょうか。

下川委員 「綿」は綿を使って作るものですが、それが「綿糸 。１００％綿」

を使って作るものが「純綿糸」です。

内藤委員 １００％使っていない綿には、何が含まれるのですか。

下川委員 ポリエステルとかですね。

内藤委員 普通は綿と言ったら綿１００％じゃないですか。わざわざ純綿と綿

を使うことの違いが私にはちょっとわからなかったのですが。

下川委員 綿と言っても純綿の場合と綿の混紡糸の場合の両方あって、この業

界では何十年もそういう使い方です。
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事務局 ４－５ページで、規格の中で純綿以外のものも綿糸と呼びますとい

（島﨑課長補佐） うふうに定義をおいています。

内藤委員 そう位置づけられるなら私は何とも申しませんけれども、私達被服

、 、を扱う者の感覚としては ちょっと納得がいかなかったものですから

御質問したということです。

田島部会長 綿が５０％以上あれば綿糸ということですね。残りはポリエステル

などが入っているということです。純綿というのは綿１００％という

ことですね。

他に御意見ございませんでしょうか。本日だいぶ議論が出まして、

特に検査年月日についての御要望が大変強かったのですが、現在法令

上ではちょっと規格の中には入れられないということで意見を伺って

おくということであります。

はい、石井委員。

石井委員 ４－８ページの３のたて糸の種類のところ、綿と綿以外の繊維を混

紡した糸の単芯のものは「混」と書いてありますね。先ほどの定義と

矛盾するんじゃないですか。

事務局 規格の中の綿糸は、純綿だけではないということです。４－７ペー

（島﨑課長補佐） ジの重量の計算方法で麻糸と綿糸が出てくるかと思います。ここの綿

糸は、純綿だけではないということになります。

たて糸の表示上は、合成繊維が入っているか入っていないかという

区別が必要との声が非常に多かったものですから、先ほどの字数の制

約も含めて検討し、こういうふうにしたということでございます。

石井委員 同じ法律の中で、同じ一つの言葉を別の意味に使うというのはわか

りにくいと思います。

事務局 たて糸の表示の「混」というのは純綿糸以外の綿糸、ということに

（島﨑課長補佐） なります。だから本当は表示の方法をもっと細かく書きたいんですけ

れども、字数の制約があり、現在の案となりました。本当は４文字使

えればもっと楽にいろいろ表示できるんですけれども、３文字ですべ

てを表すのが難しかったところです。消費者の方は直接見ることは少

ないのですが、畳業界の方には御理解を頂く必要があると思っていま

す。

田島部会長 もともと綿以外のものが入っているのも綿糸と言ってしまっている

から、こういうことになるんだと思うんですけれども、畳業界での常

識といったら変ですけれども、長い伝統があるので、それを踏まえて

こういうような規格としたいうことだと思います。

河道前委員 今、言ったまさにその通りのことを私も言いたかったのですが、４

－５ページで綿糸は純綿じゃないと言っているのに、４－８ページの
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（３）で綿糸にあっては純綿の単芯のものは綿となっていて、純綿の

ものも綿糸と言っているわけですよね。ですから４－５ページの綿糸

の定義と食い違ってますよね。

事務局 ４－５ページの綿糸の定義には純綿も入っています。

（島﨑課長補佐）

河道前委員 綿糸は純綿とそうでないものを二通り定義すればよいのでは。

事務局 そうすると例えば４－７ページのところとかが非常に複雑になりま

（島﨑課長補佐） す。我々も合成繊維が入っているものを綿糸と呼ぶのはいかがなもの

かというような議論をしたのですが、現在畳業界がお使いになってい

るこの言いぶりをすぐさま変えるというのは、ちょっと無理がある、

そこで純綿以外のものは純綿ではないよとわかるように表示をしまし

ょうということに切り替えました。そして表示をする際には、字数の

非常に制限があって、いかに短い字数で表示するかで現在の案となっ

たわけです。

河道前委員 ４－８ページ表示の方法（３）のたて糸の種類の説明の中の３行目

の「綿と綿以外の繊維を混紡した糸」を 「綿と綿以外の繊維を混紡、

した綿糸」とすることはできないのですか。綿と綿糸の使い分けが理

解しづらいんですけれども 「純綿の綿糸」と「綿と綿以外の繊維を。

混紡した綿糸」があるわけですよね。ですからこの文章の中で 「綿、

と綿以外の繊維を混紡した綿糸」というふうに言った方がわかるかな

と思ったんですけれども。糸と書いて、綿糸が二つあるということが

分かるように書いて欲しいと思います。

事務局 検討させてください。

（島﨑課長補佐）

田島部会長 この綿糸の問題については、ＪＡＳ総会までの間に字句的な整理を

して頂くということでよろしいですか。はい、どうぞ。

下川委員 確かに字数の制約でそうされたと思いますけれども、特に上から５

「 」 「 」 、「 」 「 」 、番目と６番目の 混 と 混Ｗ は 混紡 と 混紡Ｗ とすれば

糸偏だから糸だなということは想像できると思います。検討願います

事務局 検討させて頂きます。

（島﨑課長補佐）

内藤委員 糸についてＪＩＳ規格はないのですか。もしあるとすれば先ほどの

混紡率などが関わってくるかもしれないと思ったのですが。調べて頂

けるとありがたいと思います。

事務局 ４－１１ページでは、引っ張り試験などは、ＪＩＳ規格を引用して
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（島﨑課長補佐） います。調査します。

田島部会長 他にございますでしょうか。それでは、この糸の表示の部分、４－

８ページの表示の方法の（３ 、ここについては事務局の農水省でさ）

らに検討して、その結果をもってＪＡＳ調査会の総会の方に報告する

というかたちで、原案を本日承認していただきたいのですが、よろし

いでしょうか。

委員 （特になし）

田島部会長 それでは、了承したということとさせて頂きます。

閉 会

事務局(表示･規格 （今後、パブリックコメント募集、 通報の手続きを経てWTO
課 水田課長) ＪＡＳ調査会総会で審議予定である旨説明）

以 上


